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免
除
・
納
付
猶
予
制
度
と
は

　

経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
免
除
ま
た

は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
や
猶
予
を
受
け
な
い
ま
ま
保

険
料
を
納
め
ず
に
い
る
と
、
障
害
の
あ

る
状
態
に
な
っ
た
り
死
亡
し
た
り
し

た
場
合
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◉�

免
除
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
前
年

所
得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場
合
、
申

請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納

付
が
免
除
さ
れ
ま
す（
要
件
あ
り
）。

　
免
除
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
受
給

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
将
来

受
け
取
る
年
金
額
は
、
保
険
料
を
全
額

納
付
し
た
場
合
に
比
べ
て
少
な
く
な

り
ま
す
。

　
免
除
に
は
、
保
険
料
の
全
額
が
免
除

さ
れ
る「
全
額
免
除
」と
、
保
険
料
の
一

部
が
免
除
さ
れ
、
残
り
の
保
険
料
を
納

付
す
る「
一
部
免
除
」が
あ
り
ま
す
。

　

一
部
免
除
に
は
、
４
分
の
３
免
除
、

    

半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除
が
あ
り
ま

す
。
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
た
方

は
、
後
日
、
年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ

れ
る
一
部
免
除
額
用
の
納
付
書
で
、
指

定
の
保
険
料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。
納

め
な
い
と
未
納
扱
い
に
な
り
ま
す
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◉�
納
付
猶
予
制
度
～
対
象
年
齢
が
拡

大
さ
れ
ま
す
～

　

対
象
年
齢
が
、
平
成
28
年
７
月
〜
37

年
６
月
の
10
年
間
に
限
り
、
50
歳
未
満

の
方
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

本
人
と
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
の
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す（
要
件
あ
り
）。

　
猶
予
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
受
給

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
将
来

受
け
取
る
年
金
額
の
計
算
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

◉�

保
険
料
の
追
納

　
追
納
と
は
、
免
除
・
猶
予
期
間
か
ら

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
希
望
に
よ
り
後

か
ら
保
険
料
を
納
付
で
き
る
制
度
で

す
。

　
追
納
し
た
期
間
は
、
全
額
納
付
し
た

期
間
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
・
猶
予
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降（
28

年
４
月
〜
29
年
３
月
分
で
あ
れ
ば
31

年
４
月
以
降
）に
追
納
す
る
場
合
は
、

経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
、
当
時

の
保
険
料
額
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

�

申
請
の
受
け
付
け
は
７
月
１
日

か
ら

　

今
年
度
分（
28
年
７
月
〜
29
年
６
月

分
）の
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を
希
望

す
る
方
は
、
７
月
１
日
以
降
に
市
役
所

年
金
係
ま
た
は
東
部
出
張
所
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
年
金
事
務
所

か
ら
結
果
通
知
が
届
き
ま
す
。

　

昨
年
度
分（
27
年
７
月
〜
28
年
６
月

分
）に
つ
い
て
全
額
免
除
ま
た
は
納
付

猶
予
の
承
認
を
受
け
、
既
に
申
請
の
継

続
を
希
望
し
た
方
は
、
申
請
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月

分
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
申
請
が
遅
れ
る
と
障
害
基

礎
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

◉�

問
い
合
わ
せ
先

＊
申
請
書
の
提
出
＝
市
役
所
年
金
係

＊
免
除
・
猶
予
の
承
認
、
納
付
書
の
送

付
、
追
納
の
申
し
込
み
＝
立
川
年
金

事
務
所
☎
042-

523-

０
３
５
２
へ
。

　市内商店街の活性化を図るため、
空き店舗を活用する際の店舗賃借料
や工事費などの一部を補助します。
　事前に市役所産業振興係に相談の
うえ、申請してください。
◇ 対象　商店街・協同組合などの団体、民間事業者、
創業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人など

※ 改装工事の着工日から３か月以内に開店できる場
合に限ります。
※ 要件について詳しくは、市ホームページでご覧い
ただけます。
◇ 補助額　店舗賃借料、工事費などにかかる費用の
全額または３分の２（100万円を限度）
☆申し込みは、６月15日～７月15日に産業振興係へ。

　創業を考えている方を対象に、立川市・昭島 
市・福生市の三市からなる協議会が、「やさし
い事業計画の作り方」をテーマに開催します
（参加費無料）。
◇ 日時　７月９日（土）・16日（土）の午後１時～ 
４時（全２回）

◇場所　あいぽっく
◇ 定員　10人（申込順）
◇ 申し込み　６月16日～７月８日に、申込書を 
市役所産業振興係ファックス544-6440へ

※ 申込書は、市役所産業振興係、各市立会館
などにあるほか、市ホームページからダウン 
ロードもできます。

☆詳しくは、産業振興係へ。

三市創業支援事業協議会T.A.F.
創業支援セミナーの参加者を募集

商店街の空き店舗を活用しませんか
～工事費などを一部補助～

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

免
除
・
納
付
猶
予
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い


